
令和６年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の状況 

 
令和６年度決算における健全化判断比率は、表のとおりとなっています。 

昨年度に引き続き、実質赤字比率、連結実質赤字比率はともに発生していません。実質

公債費比率、将来負担比率とも、早期健全化基準を下回る水準にあります。 

また、公営企業における資金不足比率については、病院事業会計で 0.2％となりました

が、水道事業会計及び下水道事業会計で資金不足は発生していません。 

 
１．健全化判断比率 

（単位:％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

－ 

（12.51） 

－ 

(17.51) 

5.7 

（25.0） 

12.1 

（350.0） 

－は、赤字がないため赤字比率が発生していないことを示します。 

カッコ内の数値は、本市の早期健全化基準の数値です。 

 

 

２．公営企業の資金不足比率 

（単位:％） 

水道事業会計 病院事業会計 下水道事業会計 

－ 

（20.00） 

0.2 

（20.00） 

－ 

（20.00） 

－は、資金不足でないため資金不足比率が発生していないことを示します。 

カッコ内の数値は、各公営企業の経営健全化基準の数値です。 

 

 

今後の財政運営 
令和６年度決算に基づく健全化判断比率は、早期健全化基準を大きく下回っており、直

ちに財政健全化計画などの策定が求められる状態にはありません。 

しかしながら、歳入面では、人口が減少傾向にあるため、市税収入の大幅な伸びが見込め

ません。 

また、歳出面では、少子高齢化対策をはじめとする社会保障関係経費、斎場・市民文化

会館・ひと・ふれあいセンターなどの公共施設の更新や老朽化対策経費などの増加が見込

まれます。 

これらの状況を踏まえ、健全化判断比率、資金不足比率に示される財政の健全性に常

に配慮しつつ、持続的で安定的な財政運営に努めます。 


